
ＥＴＦに係る制限値幅の拡大運用の一部見直しについて

２０２１年 ７ 月２８日

㈱名古屋証券取引所

業務グループ

１． ＥＴＦに係る制限値幅の拡大要件等の見直し

現在、当取引所においては、原則として、すべての上場株券において、２営業日連続で次の

いずれかに該当した場合には、翌営業日から制限値幅の拡大を実施することとしています。

（1） ストップ高（安）となり、かつ、ストップ配分も行われず売買高が０株

（2） 売買高が０株のまま午後立会終了を迎え、午後立会終了時に限りストップ高（安）

で売買が成立し、かつ、ストップ高（安）に買（売）呼値の残数あり

このうち、ＥＴＦについては、ストップ高（安）の値段で立会を終了する場合、以下のとお

り翌営業日から制限値幅の拡大を行うこととします。ＥＴＦ以外の商品については、現行の運

用を継続します。

＜ＥＴＦに係る制限値幅の拡大運用の見直し内容＞

現行 見直し後

拡大要件 原則として、２営業日連続で次のいず

れかに該当した場合、翌営業日（３営業

日目）から制限値幅を４倍に拡大する。

（１）ストップ高（安）となり、かつ、

ストップ配分も行われず売買高

が０株

（２）売買高が０株のまま午後立会終

了を迎え、午後立会終了時に限り

ストップ高（安）で売買が成立し、

かつ、ストップ高（安）に買（売）

呼値の残数あり

原則として、ストップ高(安)の値段

で立会を終了した場合、翌営業日（２

営業日目）から、制限値幅を４倍に拡

大する。

拡大方向

拡大幅

ストップ高の場合は制限値幅の上限

を、ストップ安の場合には制限値幅の下

限をそれぞれ通常の制限値幅の４倍に

拡大する。

変更なし



現行 見直し後

解除要件 拡大された日以降、拡大後のストップ

高(安)の値段以外の値段で売買が成立

した場合、翌営業日から解除する。

拡大された日以降、拡大後のストッ

プ高(安)の値段以外の値段で売買が成

立しかつ立会を終了した場合、翌営業

日から解除する。

２． 公表について

値幅の拡大を行う場合は、従来どおり、見直し後の拡大要件に該当することとなった日の１

５時５０分頃を目途にその都度ご通知します。 なお、毎営業日１５時４５分頃を目途に行って

いる拡大要件の（１）又は（２）に該当した銘柄（ストップ配分等該当銘柄）一覧ファイルの当

取引所ウェブサイト上1での公表にあたっては、運用の見直し日以降、ＥＴＦについては別ファ

イルにて公表することとします。

３． 実施時期

２０２１年１０月２９日（金）以降、見直し後の拡大要件に該当した銘柄について適用しま

す。

以 上

                                                     
1 https://www.nse.or.jp/system/witness/operation.html


